
本補助金の補助対象事業はいずれも地域住民に向けたものにな
ります。従業員に向けた防災・減災対策用資機材の整備等、補
助を受ける法人のBCPに資する事業は対象外となります。
その他については、県のHPをご確認ください。

企業版
富山県地域防災力向上支援事業費補助金

申請先・お問い合わせ 〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1-7
富山県危機管理局防災課 abosai@pref.toyama.lg.jp 076-444-3118

＜県HP＞

・県内において、指定緊急避難
場所や指定避難所に指定され
ている施設を保有・管理して
いる法人

・県内に本店又は支店その他の
事業所を有する法人等

補助対象者

①募集期間 ※申請状況により、期間内に受付を終了する場合があります。

令和８年５月７日から随時

②補助対象期間

交付決定後～令和９年３月31日

③実績報告〆

事業完了後30日以内又は令和９年３月31日まで

募集期間等

①指定緊急避難場所や指定避難所に
おける地域住民に向けた防災・減
災対策用資機材整備

②地域住民の防災意識啓発にかかる
研修・訓練等の実施

補助対象事業

【補助対象経費】
①指定緊急避難場所や指定避難所における
地域住民に向けた防災・減災対策用資機材整備

→救護用資機材、浸水防止資機材
避難生活用資機材、防災倉庫等
②地域住民の防災意識啓発にかかる研修・訓練等
の実施

→謝金・旅費、借料、印刷製本費、外注費等

補助対象経費・補助率・限度額

補助金

２０万円

補助率
１０/１０

最
大

申請にあたっての注意事項
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